
「労働に関するＣＳＲ推進研究会」連合に対するヒアリング事項

（企業のＣＳＲ活動の現状について）
１ 連合として企業のＣＳＲ活動の現状について、どのような認識を有しているか。特

に労働に関するＣＳＲについては、どうか。

２ 連合傘下の労働組合においては、労働に関するＣＳＲを推進するための活動の現状
は、どのようになっているか。また、連合として、労働に関するＣＳＲを推進するた
めに、どのような活動を行い、また、傘下の労働組合に対してどのような指導を行っ
ているか。

３ 連合として、企業がＣＳＲを推進する上での問題点、隘路として、どのようなもの
があると考えるか。特に労働に関するＣＳＲについては、どうか。

（自主点検用チェック指標、情報開示項目の在り方）
４ 本研究会においては、労働に関するＣＳＲを推進する観点から、自主点検用チェッ

ク指標の在り方、情報開示項目の在り方について検討を行っているが、この点につい
て、どのように考えるか。

５ 労働に関するＣＳＲに係る自主点検用チェック指標の在り方について、どのように
考えるか。
( ) 労働に関するＣＳＲについては、法令遵守（コンプライアンス）に係る部分とこ1

れを超える部分とでは性格が異なると考えられるが、それぞれの自主点検用チェッ
ク指標の項目の在り方について、どのように考えるか。

( ) 自主点検用チェック指標の在り方については、例えば、各項目ごとに実施状況や2
達成状況を確認できるようにする方式や、各項目ごとに点数化し、その合計をもっ
て自社の労働に関するＣＳＲの取組状況を把握できるようにする方式などが考えら
れるが、この点については、どのように考えるか。

６ 労働に関するＣＳＲに係る情報開示項目の在り方について、どのように考えるか。
( ) 特に、法令遵守に係る部分（コンプライアンス）とこれを超える部分のそれぞれ1

について、どのように考えるか。
( ) 自主点検用チェック指標の項目のうち、情報開示項目とすることが適当ではない2

と考える項目はあるか。あるとすれば、どのような項目か。

７ 労働に関するＣＳＲについて、労働組合・労働者とそれ以外の一般のステークホル
ダー（消費者、取引先等）とでは、その取扱いを異にする必要があると考えるか。ま
た、その取扱いを異にする必要があると考える場合には、どのような違いを設けるこ
とが適当と考えるか。

８ 我が国においては、既に労使協議制等により相当程度労使間の話合いが行われてい
るものと考えられるが、こうした中で、連合として、労働に関するＣＳＲの推進の必
要性について、どのように考えるか。

９ 海外進出企業を想定する場合、自主点検用チェック指標、情報開示項目として、ど
のような項目を加えることが適当と考えるか。

、 、１０ 外資系企業等日本に進出している企業を想定する場合 自主点検用チェック指標
情報開示項目として、どのような項目を加えることが適当と考えるか。

（その他）
１１ 連合として、労働に関するＣＳＲを推進するという観点から、行政に対して、ど

のような意見・要望があるか。
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